
「市民ひろば会議室」の試行実施状況について 

 
１ 現在開設中のテーマ 
「市民活動なんでも相談室」 

 
２ テーマ趣旨 
  ＮＰＯ活動を始めとする市民活動について感じる素朴な疑問や質問，困りごとや自身

の活動事例などを投稿してもらい，参加者とともに，その答えや解決策を考えていく。 
 
３ 実施期間 
  平成１８年９月１日～平成１９年３月３１日 
 
４ 進行役 
  特定非営利活動法人きょうとＮＰＯセンター 
 
５ 実施状況（１１月２９日現在） 
  参加者数   １５名 
  発 言 数    ８件 
 
６ 利用（発言）時間 
（１） ６：００～１０：００  ０件 
（２）１０：００～１８：００  ４件 
（３）１８：００～２２：００  １件 
（４）２２：００～ ６：００  ３件   
 

資料４



別紙 
 

【市民活動とは】 
○ ＮＰＯセンターを利用するのは、どのような年代の人でどのような活動をされているか。 
◆ 男女を問わず１０代～８０代まで幅広い年代の方が利用されている。活動内容としては，

地域で子育て支援，まちづくり，環境保全活動となっている。 
○ ＮＰＯセンターには，具体的にどのような相談が寄せられるのか。 
◆ ＮＰＯ・市民活動とはどのようなものか，に始まり，広報方法や団体の運営方法，労務・

会計など具体的な内容も多い。また，法人格を取得するための手続きに関する相談もあ

る。 
○ 年代別で人気の高い活動や流行っている活動は。 
◆ ＮＰＯセンターの利用者で目立つのは環境・福祉・子ども・国際関係の活動だが，「環

境」ひとつをとっても「太陽エネルギー」「森林保全」など多種にわたっており，この

多様性が市民活動の魅力にもなっている。 
 
【市民活動に対する広報活動支援について】 
○ 地域の自治会（町内会）の回覧板を使ってチラシを回覧する方法はあるか。 
◆ 地域の自治会長，市政協力委員に相談するのが良いのでは。 
 
【その他】 
○ ＮＰＯと有限責任中間法人との違いは。 
◆ まず，特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）は「特定非営利活動促進法」，有限責任中間

法人は「中間法人法」に基づく法人である。両者は，会費で運営されており，非営利で

あるという共通点がある。反対に，活動に参加する人の条件や活動の恩恵を受ける対象

に相違点がある。 
 
 
 

 


